
4広報やつしろ ２００５.４.１５

今年度の介護保険料の年額と対象者（表１）

所得段階区分

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

対　象　者

生活保護の受給者または老齢福祉年金の受
給者で、世帯全員が市町村民税非課税の人

本人および世帯全員が市町村民税非課税の人

本人が市町村民税非課税で、世帯内に課
税者がいる人

本人が市町村民税課税で、合計所得が
２００万円未満の人

本人が市町村民税課税で、合計所得が
２００万円以上の人

納　期

納付月

仮徴収
１期

４月

２期

６月

３期

８月

本徴収
４期

１０月

５期

１２月

６期

２月

年間保険料

22,500円

33,800円

45,000円

56,300円

67,500円

介
護
保
険
料
の
金
額
は
、
六
十
五
歳
以
上

の
人
の
場
合
、
本
人
お
よ
び
世
帯
員
の
市
町

村
民
税
の
課
税
状
況
や
本
人
の
合
計
所
得
に

よ
り
、
表
１
の
よ
う
に
五
段
階
に
分
か
れ
ま

す
。

特別徴収
（年金から天引き）

普通徴収
（納付書や口座振替）

納　期

納付月

仮徴収
１期

４月

２期

６月

３期

８月

５期

１０月

６期

１１月

７期

１２月

８期

１月

９期

２月

１０期

３月

４期

９月

本徴収（予定）

八
月
一
日
の
市
町
村
合
併
に
よ
り
、
年
金

か
ら
天
引
き
さ
れ
る
特
別
徴
収
と
、
納
付
書

や
口
座
振
替
で
納
付
す
る
普
通
徴
収
と
で

は
、
介
護
保
険
料
の
納
期
が
異
な
る
予
定
で

す（
表
２
）。

介護保険料の納期（表２）
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▼
年
度
途
中
に
他
の
市
町
村
か
ら
転
入
し
た
人

▼
年
度
途
中
に
、
老
齢（
退
職
）年
金
の
受

給
が
始
ま
っ
た
人

に
該
当
す
る
場
合
は
、
一
定
の
期
間
、
納
付

書
か
口
座
振
替
で
納
め
る「
普
通
徴
収
」に

な
り
、
翌
年
度
の
九
月
納
期
分
ま
で
は
、
納

付
書
で
納
め
ま
す
。

ま
た
、
年
金
天
引
き
だ
っ
た
人
が
、
年
度

途
中
で
所
得
段
階
区
分
が
変
わ
り
、
保
険
料

が
増
額
に
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
増
額
分
を

納
付
書
で
納
め
ま
す
。
保
険
料
が
減
額
に
な

っ
た
場
合
は
、
納
付
書
で
の
徴
収
に
切
り
替

わ
り
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
人
は
、
翌
年

度
の
十
月
納
期
分
か
ら
、
原
則
と
し
て
特
別

徴
収
に
な
り
ま
す
。

※
年
金
が
年
間
十
八
万
円
未
満
の
人
は
、
普

通
徴
収
と
な
り
ま
す
。

※
年
金
の
現
況
届
が
未
提
出
な
ど
の
理
由

で
、
年
金
が
一
時
的
に
支
給
停
止
と
な
っ
た

場
合
も
普
通
徴
収
に
な
り
ま
す
。

※
老
齢
福
祉
年
金
、
遺
族
年
金
、
障
害
年
金

な
ど
は
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

今
年
度
第
一
期
と
第
二
期（
四
月
・
六
月

納
期
）の
納
付
書
・
通
知
書
の
送
付
時
期
は

次
の
と
お
り
で
す
。

《
普
通
徴
収
・
四
月
十
一
日
�
送
付
済
み
》

▼
納
付
書
納
付
…
納
付
書
を
送
付

▼
口
座
振
替
…
通
知
書
を
送
付

《
特
別
徴
収
・
四
月
六
日
�
送
付
済
み
》

▼
年
金
天
引
き
…
通
知
書
を
送
付

前
年
度
の
所
得
が
確
定
す
る
ま
で
の
間

は
、
前
年
度
の
保
険
料
を
参
考
と
し
た
仮
の

保
険
料
に
よ
り
、
仮
徴
収
が
行
わ
れ
ま
す
。

前
年
度
の
所
得
が
確
定
す
る
と
、
今
年
度

の
介
護
保
険
料
年
額
が
決
ま
り
、
本
徴
収
が

行
わ
れ
ま
す
。

【
仮
徴
収
】

今
年
度
の
介
護
保
険
料
は
、
前
年
中
の
所

得
に
対
す
る
本
人
お
よ
び
世
帯
員
の
市
町
村

民
税
の
課
税
・
非
課
税
の
別
や
本
人
の
合
計

所
得
で
、
表
１
の
所
得
段
階
区
分
を
決
め
ま

す
。
し
か
し
、
確
定
す
る
ま
で
の
間
は
、
前

年
度
の
所
得
段
階
区
分
を
参
考
と
し
た
仮
の

保
険
料
に
よ
り
、
計
算
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。た

だ
し
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
時
点
で

本
人
お
よ
び
世
帯
状
況
が
昨
年
と
違
う
場
合

は
、
新
し
く
変
更
し
た
所
得
段
階
区
分
と
な

り
ま
す
。

そ
こ
で
、
第
一
期（
四
月
納
期
）と
第
二

期（
六
月
納
期
）は
、
前
年
度
の
所
得
段
階

区
分
に
今
年
度
介
護
保
険
料
年
額
を
当
て
は

め
た
上
で
、
そ
の
六
分
の
一
相
当
額（
二
カ

月
分
）を
各
期
の
保
険
料
額
と
し
て
い
ま
す
。

前
年
度
か
ら
引
き
続
き
特
別
徴
収
の
人
に

つ
い
て
も
、
今
年
度
の
所
得
段
階
区
分
が
確

定
す
る
ま
で
の
間
は
、
仮
徴
収
が
行
わ
れ
ま
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す
。特

別
徴
収
の
場
合
、
第
一
期（
四
月
納
期
）

か
ら
第
三
期（
八
月
納
期
）の
保
険
料
額
は
、

前
年
度
第
六
期（
今
年
二
月
納
期
）の
金
額

と
同
じ
額
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
一
部
の
人
で
所
得
段
階
区
分
の

変
更
な
ど
に
よ
り
、
仮
徴
収（
一
〜
三
期
）

と
本
徴
収（
四
〜
六
期
）の
金
額
が
大
幅
に

変
わ
る
場
合
の
み
、
第
二
期（
六
月
納
期
）

以
降
の
徴
収
額
が
、
ほ
ぼ
同
額
に
な
る
よ
う

に
計
算
し
て
い
ま
す
。

【
本
徴
収
】

今
年
度
の
介
護
保
険
料
は
、
八
月
に
確
定

し
ま
す
。
そ
こ
で
、
八
月
以
降
の
保
険
料
額

は
、
今
年
度
年
間
保
険
料
額
か
ら
仮
徴
収
額

（
第
一
期
と
第
二
期
）分
を
差
し
引
い
た
残

り
の
額
を
、
残
り
の
支
払
い
回
数
で
割
っ
た

金
額
に
な
り
ま
す
。

特
別
徴
収
の
場
合
、
十
月
以
降
の
保
険
料

額
は
、
今
年
度
年
間
保
険
料
額
か
ら
仮
徴
収

額（
第
一
〜
三
期
）分
を
引
い
た
残
り
の
額

を
、
残
り
の
支
払
い
回
数
で
割
っ
た
金
額
に

な
り
ま
す
。

年
金
が
年
額
十
八
万
円
以
上
の
人
は
、
本

来
は
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る

「
特
別
徴
収
」に
な
り
ま
す
が
、

▼
年
度
途
中
で
六
十
五
歳
に
な
っ
た
人

《
回
答
》
国
民
健
康
保
険
税
の
介
護
納

付
金
課
税
額
は
、
世
帯
員
の
中
に
四
十

〜
六
十
四
歳
の
人
が
い
る
場
合
、
そ
の

人
た
ち
の
所
得
な
ど
に
よ
っ
て
計
算
さ

れ
ま
す
。

六
十
五
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料

は
、
六
十
五
歳
に
な
っ
た
月
か
ら
賦
課

し
、
個
人
ご
と
に
納
付
書
を
送
付
し
ま

す
。年

度
途
中
に
六
十
五
歳
に
な
る
場
合

は
、
六
十
四
歳
ま
で
は
国
民
健
康
保
険

税
、
六
十
五
歳
か
ら
は
介
護
保
険
料
と

し
て
、
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ど

ち
ら
も
、
月
割
で
計
算
し
ま
す
の
で
、

二
重
納
付
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

介護保険料の納付書が送
られてきました。国民健康保険
でも介護保険分を払っています。
２重払いになるのでは？

介護保険料額は
毎年変わるの？

《
回
答
》
介
護
保
険
料
の
基
準
額
は
、

基
本
的
に
三
年
間
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
介
護
保
険
料
額
は
、
本
人

お
よ
び
世
帯
員
の
所
得
の
状
況
で
決
ま

り
ま
す
の
で
、
年
度
ご
と
に
金
額
が
変

わ
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
。

◆みんなで支える介護保険〈仮徴収が始まります〉


